
議案第 39 号 

 

   西海市過疎地域持続的発展計画の変更について  

 

 西海市過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり変更することについ

て、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律

第 19 号）第８条第 10 項において準用する同条１項の規定に基づき、

議会の議決を求める。  

 

  令和６年３月７日 提出 

 

                   西海市長 杉澤 泰彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

令和６年３月重要な変更分 

 

西海市過疎地域持続的発展計画 

【令和３年度～令和７年度】 

 

 

 

 

長 崎 県 西 海 市 

令和３年９月策定 

 

  



 

（３） 計画 

 

 

（４） 公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の適切な管理に努めるとともに、公共施設等の利用状況及び必要性などを十分に踏まえ、

西海市公共施設等総合管理計画の考え方に基づき、必要となる事業を適宜実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

区
分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

  

７ 

医
療
の
確
保 

(1)診療施設    

 その他 
診療所医師住宅等整備事業 

内容：診療所医師住宅等の整備 
市  

(3) 過疎地域持続的発

展特別事業 
   

 
民 間 病 院 

 

医療機関新規開設・承継補助事業 

内容：病院等の新規開業、既存病院等の承継す

る医師に対して支援を行う 

 

市  



 

（３） 計画   

 

 

（４） 公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の適切な管理に努めるとともに、公共施設等の利用状況及び必要性などを十分に踏まえ、

西海市公共施設等総合管理計画の考え方に基づき、必要となる事業を適宜実施します。 
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区
分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

 

９  

集

落

の

整

備 

(2)過疎地域持続的発展特

別事業 
   

 集落整備 

地域対策支援事業 

目的：過疎化が著しい地域においては、

生活環境の保全等に体力・資力が伴わず

苦慮しているため、本事業により市民が

将来に渡り安全で安心して暮らせる地域

社会の実現を図る。 

内容：地域対策支援員配置 ５地区 

市  

  

さいかい力創造支援補助事業 

目的:地域の特色を活かした活力ある地域

づくり及び市民協働のまちづくりを推進

する。 

内容：市の産業、福祉、芸術文化・歴史、

スポーツ、コミュニティ活動、ＮＰＯ・ボ

ランティア活動その他の各分野において、

市内の団体が行う新規又は既存の活動の

拡充となる自主的なまちづくり活動を支

援する。 

 

 

市  

 基金積立 

 

 

地域対策支援事業基金積立 

 

 

市  



区　　分 備　考

事業内容 事業主体 備考

その他
診療所医師住宅等整備事業
内容：診療所医師住宅等の整備

市

63頁（２）過疎地域持続的発展特別事業の集落整備の下に新たな事業を追加

事業内容 事業主体 備考

基金積立 地域対策支援事業基金積立 市

52頁（３）過疎地域持続的発展特別事業の上に新たな事業を追加 52頁（３）過疎地域持続的発展特別事業の上に新たな事業を追加

事業名

(1)診療施設

７　医療の確保

９　集落の整備

議案第39号関係資料

変　更　前　（頁等）

西海市過疎地域持続的発展計画（変更）　新旧対照表

変　更　後　（頁等）

事業名

(2)過疎地域持続
的発展特別事業

63頁（２）過疎地域持続的発展特別事業の集落整備の下に新たな事業
を追加




